
在留カードをお持ちの方の書類選択方法

在留カード 書類選択画面

現行の在留カード
（「在留カード」の記載があるもの）

「在留カード」を選択

第二世代在留カード
（「在留カード」の記載があり、「個人番号カード」の記載がないもの）

「在留カード」を選択

特定在留カード
（「在留カード」「個人番号カード」の両方の記載があるもの）

「マイナンバーカード（個人番号
カード）を選択

※「特別永住者証明書」「特定特別永住者証明書」はオンラインユーザー登録の対象外となりますのでご注意ください。

お持ちのカードの種類によって、登録画面での選択肢が異なります。お間違いのないよう以下のとおりご選択ください。
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